
専門委員規則（原文は縦書き） 

 

平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二○号 

改正 同二四年七月一七日最高裁判所規則第九号 

令和四年二月二一日同第五号 

同七年三月三日同第五号 

 

 専門委員規則を次のように定める。 

専門委員規則 

 

（任命） 

第一条 専門委員は、専門的な知見に基づく説明をし、又は意見を述べるために必要な知識経験

を有する者の中から、最高裁判所が任命する。 

（平二四最裁規九・一部改正） 

 

（欠格事由） 

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、専門委員に任命することができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられた者 

二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 

四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士

若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消

し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者 

五 医師として医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第七条第一項の規定により免許を取り消

され、又は歯科医師として歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第七条第一項の規定によ

り免許を取り消され、再免許を受けていない者 

（平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正） 

 

（任期） 

第三条 専門委員の任期は、二年とする。 

 

（所属等） 

第四条 専門委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。 

 

第五条 所属の裁判所以外の他の裁判所における事件の処理のために特に必要がある場合にお

いて、当該他の裁判所又は所属の裁判所のいずれか一方が他方の所在地を管轄する上級裁判所で

あるときはその上級裁判所が、それ以外のときは当該他の裁判所と所属の裁判所に共通する直近

上級の裁判所が、所属の裁判所の専門委員に当該他の裁判所の専門委員の職務を行わせることが

できる。 

 

（解任） 

第六条 最高裁判所は、専門委員が第二条各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解

任しなければならない。 

２ 最高裁判所は、専門委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することがで

きる。 

一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反その他専門委員たるに適しない行為があると認められるとき。 

 

（旅費、日当及び宿泊料） 



第七条 専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料の金額は、国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和二十五年法律第百十四号）及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和六年政令第

三百六号）の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに

宿泊費の金額と同一とする。 

２ 前項に定めるもののほか、専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高 

裁判所の定めるところによる。 

（令七最裁規五・一部改正） 

 

附則抄 

（施行期日） 

１ この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第百八号）の施行の日か

ら施行する。 

（施行の日＝平成一六年四月一日） 

 

附則（平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二五年一月一日） 

 

附則（令和四年二月二一日最高裁判所規則第五号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附則（令和七年三月三日最高裁判所規則第五号） 

１ この規則は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第二

十二号）の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

２ この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた旅費、日当及び宿泊料の額については、

なお従前の例による。 


